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第28回 雇用ワーキング・グループ 

議事録 

 

 

１．日時：平成26年９月25日（木）15:58～16:55 

２．場所：中央合同庁舎第４号館２階共用第３特別会議室 

３．出席者： 

 （委 員）鶴光太郎（座長）、佐々木かをり（座長代理）、浦野光人、大崎貞和 

 （専門委員）水町勇一郎 

 （政 府）有村内閣府特命担当大臣（規制改革） 

 （事務局）羽深規制改革推進室長、三浦参事官 

４．議題： 

  （開会） 

   １．今後の進め方について 

   ２．雇用仲介事業（有料職業紹介事業等）について 

  （閉会） 

５．議事概要： 

○三浦参事官 それでは、御予定の皆様がおそろいのようですので、ただいまから規制改

革会議雇用ワーキング・グループを開催いたします。 

 皆様方には、御多用中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、所用によりまして、佐久間委員、島田専門委員が御欠席でございます。 

 また、本日、有村大臣に御出席を賜っております。開会に当たりまして、まず、最初に

有村大臣から御挨拶を頂戴いたしたく、よろしくお願いいたします。 

○有村大臣 委員の皆様、こんにちは。 

 この９月３日に発足した第２次安倍内閣で規制改革担当の大臣に着任をさせていただき

ました、参議院の有村治子でございます。 

 今日は、皆様と御一緒できることを大変光栄に存じております。お忙しいところを御参

加いただき、担当大臣としても、熱心な御議論と経験、知識に裏打ちされた発言力に心か

らの敬意を申し上げます。 

 本日、第28回目の雇用ワーキング・グループと伺っておりますけれども、今期に関しま

しては、雇用ワーキング・グループのキックオフと理解しております。 

 今期は、ジョブ型正社員の雇用ルールの整備あるいは労働時間規制の見直しなど、前期

のフォローアップをしていたただけるものと理解をしています。 

 同時に、雇用仲介事業の規制の見直し、また、労使双方が納得できる雇用終了の在り方

ということも検討していただけるものと承知をいたしております。 

 多様性を尊びながら、柔軟な働き方を実現していく。そして、そういう働き方が日本の
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競争力にもつながっていく。あるいは、日本の国の豊かさにもつながっていく。同時に、

御本人一人一人の幸せにもつながっていく。家庭のマネジメントにもつながっていく。 

 そういうことに資するための御議論をいただくことは、別に任命をしていただいており

ます、女性活躍担当という意味からも大変有意義なことで、日本の未来に対しての宝の議

論と思っておりますので、さらなる活発な議論を進めていただいて、日本の未来に貢献い

ただけることを心を込めてお願いを申し上げ、着任の御挨拶とさせていただきます。 

 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○三浦参事官 ありがとうございました。 

 恐れ入ります。ここで報道の皆様は御退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○三浦参事官 それでは、議事に入ります。 

 以後の進行につきましては、鶴座長にお願いいたします。 

○鶴座長 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 初めに、第３期の雇用ワーキング・グループの進め方について議論を行いたいと思いま

す。事務局から、検討事項の今後の進め方について御説明をお願いいたします。 

○三浦参事官 それでは、お手元の資料１という紙を御覧ください。 

 雇用ワーキング・グループの検討事項は、これまで重要なテーマについては、俯瞰的に

アジェンダとしてそろえて掲げていただいておりまして、それぞれのアジェンダごとに、

具体的な改革が進んでいるもの、その途中のもの、まだまだこれから深掘りをしていかな

ければいけないもの、いろいろなステータスがございます。 

 そういった点につきまして、事務局の方で現状をもう一度確認した上で、今後の進め方

について、簡単でございますけれども、案としてまとめさせていただいたものです。 

 以後、各事項につきまして御説明を申し上げます。 

 ここで大臣は、公務で御退席されます。どうもありがとうございました。 

（有村大臣退室） 

○三浦参事官 続けさせていただきます。 

 冒頭のところにマークで識別を付けてございます。前回の本会議において、重点フォロ

ーアップ事項とされたものを、参考までに☆印として分かるようにしております。 

 当ワーキング・グループ自体としては、２つに分けておりまして、◎と○です。◎につ

きましては、具体的な規制改革の施策について検討を深めていく必要があるかと考えてお

るものでございます。○につきましては、既に本会議において会議全体としての改革の具

体的な考え方を意見として取りまとめていて、それに沿った厚生労働省等の取組状況のフ

ォローアップを中心としているものでございます。 

 最初にざっと大きく分けると、１枚目に書いてございます「ジョブ型正社員の雇用ルー

ルの整備」、２つ目の「労働者派遣制度の見直し」、３つ目の「労働時間規制の見直し」

につきましては、それぞれステータスが違いますが、まさしく会議としての意見を既に具
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体的に取りまとめていて、今後この意見の実行実現に向けていかに働きかけを行っていく

のかといったテーマでございます。そういった意味で、○と整理しています。 

 先に全体的な話として、４、５の２つにつきましては、◎としてございます。こちらの

方は、答申及び規制改革実施計画において、ある程度大きな方向性を示し、さらに政府決

定も既にされているものですけれども、具体的にどのような改革を行うのかといったこと

について、今後、さらに深掘りをして、会議としての考え方をまとめていく必要があるの

ではないかと整理しているものが４と５に当たろうかと思います。 

 最後、６つ目に、当初から掲げていた重要テーマの一つでございますが、「有期雇用規

制の在り方」がございます。これについては、また後ほど戻って御説明いたしますが、大

きく全体的にはこういう整理ができるかと思います。 

 少し戻っていただいて、順に状況を振り返りながら、今後やっていくべきことについて

御説明を申し上げます。 

 １つ目の「ジョブ型正社員の雇用ルールの整備」でございます。 

 お手元の実施計画で３つの事項に分けた形で閣議決定をしております。このうち①と②

は「多様な正社員」と言っておりますが、このモデルの普及・促進を図るために、労働条

件明示や雇用管理上の留意点もしくは好事例を踏まえたような就業規則の規定例などとい

ったものを取りまとめて周知を図っていく。 

 ②の労働契約の締結・変更時の労働条件明示と無限定正社員との相互転換・均衡処遇に

ついて、労働契約法上の解釈を通知して周知を図るという、この①と②につきましては、

実は前回の８月７日の雇用ワーキング・グループにおきまして、その状況を厚生労働省か

らもヒアリングをしておりますが、既に雇用管理上の留意点や就業規則の取りまとめ、労

働契約法の解釈通知については、既に実施をしていただいている状況を確認したところで

す。 

 ですので、今後、①と②については、実際にこれらの周知、普及といったものが着実に

進んでいるかどうかを確認していくのが中心になろうかと思います。 

 ③につきましては、期限が【平成26年度検討・結論、結論を得次第措置】となっており

ます。これは、これから具体的に何をやるのかといったこと、厚生労働省の取組状況をま

だフォローアップする必要があるものでございます。具体的には、相互転換や均衡処遇、

その前の労働条件明示も含めて、これに関する政策的支援の制度的枠組みについて検討す

るということでございます。 

 具体的には、恐らく予算措置を伴うものということで、来年度にこの執行ができるよう

な形で、今年度の予算措置を含めて、今後、厚生労働省の内部で具体策の検討が進むもの

と理解しておりまして、適宜しかるべきタイミングにおいてこの取組状況の確認をする必

要があるのではないかと考えております。 

 そういうことですので、基本的には、具体的に決まっていることの中身が適切に取り組

まれているかをフォローアップしていくことを「ジョブ型正社員の雇用ルールの整備」の
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今後の取組方針として考えてはどうかと思っております。 

 ２つ目の「労働者派遣制度の見直し」につきましては、規制改革実施計画では、いわゆ

る平成24年改正法の規定について、引き続き労働政策審議会で検討を行う決定をしており

ます。 

 ただ、実は、この検討過程に入る手前のところの、先行している派遣法の改正法案とい

うものが、前回の通常国会において残念ながら廃案という形となり、臨時国会において再

提出するということが、方針としてははっきりと決定しております。手続的には、まだ正

式に決定していないということですが、先般、厚生労働省の方にも確認しましたが、ほぼ

確実にこの臨時国会に改正法案を提出していく段取りになっていると聞いております。 

 ですので、まず当面は、この法改正の行く末を確認した上で、その後に平成24年改正法

の規定についての審議、取組がきちんと行われているかということを、またフォローアッ

プをしていくことになっていこうかと思います。 

 ３つ目の「労働時間規制の見直し」も、御案内のとおり、残念ながら規制改革実施計画

の中での政府決定を得ることができなかった項目ではございますが、これにつきましては、

１、２も含めてでございますけれども、雇用ワーキング・グループで具体策は既に御議論

いただいて、会議として意見もまとめていますので、先ほど申し上げたとおり、いかにこ

の三位一体として出したこの会議の考え方の実現を働きかけていくかが主眼になるテーマ

だろうと認識しております。 

 その意味で、今回はワーキング・グループを越えてというか、本会議において全体でこ

の議論をやっていく中の重要な１つのテーマと位置付けられているのが、３つ目の「労働

時間規制の見直し」だと思っております。 

 当然、当雇用ワーキング・グループの委員の先生方、専門委員の先生方の皆様におかれ

ては、本会議の場において、この問題を御審議いただくものという前提でございますが、

その上で、この雇用ワーキング・グループの場では、一旦はその本会議の審議状況を踏ま

えて、必要に応じて、またワーキング・グループにて詳細な議論、検討の必要が出てきた

場合に、取扱い方を御検討いただくという位置付けになるかと理解しております。 

 以上の３つは、主にフォローアップを中心とする事項です。 

 ４つ目の「雇用仲介事業の規制の見直し」につきましては、そこに書いておりますよう

に、大きな方向性と３つの柱立てでもって政府決定をしていますが、これについては【平

成26年度検討開始】という閣議決定になっております。 

 恐らく、先ほど御説明した派遣法の改正が一段落した後に、この雇用仲介事業は有料職

業紹介事業を中心としながらも、当然、派遣法も含めたような関連する人材サービス法制

全体の議論になりますので、恐らく派遣法の改正の後に、この議論がなされるものとして

位置付けられていると考えております。 

 そういった意味におきまして、ここには余り具体的に書いておりませんが、【平成26年

度検討開始】を厚生労働省が始める前に、当会議もしくは雇用ワーキング・グループの中
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で具体的にこういう改革をすべきだという、内容についての御議論を詰めていただいて、

何らかの形でその考え方を厚生労働省に検討するように事前に提示をしていくことができ

ないだろうかと考えております。 

 そういった意味で、この表現として「具体的な制度改革の在り方について優先的に検討

を深める」と書いてございますが、平成26年度の検討開始までに、ある程度の考え方をま

とめていくのがいいのではないかと考えております。 

 ５つ目の「労使双方が納得する雇用終了の在り方」も、大きな方向性と２つの柱立てで

閣議決定しております。 

 こちらの方につきましても、今、申し上げた、４つ目の雇用仲介事業と同じような位置

付けになろうかと思います。これについても、具体的には平成26年度中に調査研究を行っ

て、その結果を踏まえて検討を進めるとなっております。 

 ここには別の会議体のものなので書き込んでおりませんが、産業競争力会議で議論され

た結果の日本再興戦略においても、来年度、平成27年度中に幅広い検討を行うこと、その

ための具体的な検討の場を設けることが政府決定されております。 

 そういった意味で、この雇用終了の具体的な制度改革については、恐らく来年度から本

格検討が厚生労働省を含めて政府内で行われるとなっているかと思いますので、こちらに

ついても、その検討の場に向けて当会議においての考え方を具体的に取りまとめて提示を

していくといったことを、今後、力を入れてやっていく必要があるのではないかと考えて

おります。 

 ただ、こちらのテーマは、４と比べると政府内での検討開始の時期は多少後ずれしてい

ることもあって、４と５の関係でいくと、まず、４を優先的に進めてはどうかと事務局と

しては、今、考えてございます。 

 あと、少し細かい話ですが、５の中で、今、申し上げたのは主に②の話をしたのですが、

①の方の行政機能の強化につきましては、今年度、検討を開始して１年をめどに結論とい

うことですので、これについては、少し早目に動き出す可能性がございます。 

 ですので、この①の点については、４の「雇用仲介事業の規制の見直し」の御議論をい

ただきながら、一部並行的に少し御議論をいただく必要があるのかもしれないかと思って

おります。 

 ただ、大きな位置付けとすると、最初に申し上げたとおり、４を優先して、そのうちに

５を進めてはどうかと考えております。 

 最後、６つ目の「有期雇用規制の在り方」につきましては、まだ当ワーキング・グルー

プにおいて具体的な御議論をしていただいておりませんが、まさしくこの有期雇用のお話

というのも、先ほど御説明した本会議で行う多様な働き方を実現する規制改革の中の重要

な１つの大きなテーマでございます。 

 そういった意味で、本会議の議論と雇用ワーキング・グループの御審議の仕分けを少し

するという意味で、まずは本会議における大きな議論を先行していただいて、その議論を
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踏まえた上で雇用ワーキング・グループとしての取上げ方、取組方を後ほど御検討いただ

いてはどうかと考えております。 

 以上が、本日はキックオフと大臣からおっしゃっていただきましたが、それに当たって

の全体の各検討事項についての取扱い方について御説明させていただきました。 

 以上でございます。 

○鶴座長 どうもありがとうございました。 

 今の御説明に対しまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。 

 大崎委員、お願いします。 

○大崎委員 ありがとうございます。 

 聞き漏らしただけなのかもしれませんけれども、この雇用仲介事業の見直しを26年度検

討開始ということなのですけれども、例えば、これは具体的に労政審にワーキング・グル

ープみたいなものができるとかということなのですか。 

 また、そうだとすると、26年度中と言ったって、いつなのですか。例えば、年明けとか、

何かその辺の感触があれば、教えていただきたいのです。 

○三浦参事官 あくまで今の諸状況から見た想定ではございますけれども、恐らく派遣法

の改正が、もし臨時国会にかかって、そこで予定どおり可決されることになると、来年の

４月に施行を前提にしてやっておりまして、いわゆる法律の成立から施行までの間が３か

月程度なのですが、この間に追加の政省令の準備とか、あとは実際の事業者の方々にとっ

ての細かい運用面を含めて、実際に現場でサービスをされる方が４月１日からきちんと適

切なサービス提供ができるような準備が中心になると思いますので、それがある程度めど

がついた後に、恐らくこの雇用仲介の検討に移るのだろうという想定をしています。 

 回りくどいですが、多分、今年度中に検討を開始するというのは、３月とかぎりぎりに

まず始めるという、滑り込みのような感じになるのではないかと思っています。 

 その間、私ども雇用ワーキング・グループとして、その状況が確実に進むように見なが

ら、先ほど申し上げたとおり、検討が開始されるまでに、早目にこちらで案というか、ぶ

つけるものをやってしまった方がいいかなと。そこは待っている必要はないのだろうと思

っております。 

○鶴座長 浦野委員、お願いします。 

○浦野委員 本会議でやろうとしている、多様な働き方を実現する規制改革というものが

あります。これはある意味、全てのことがかぶさってきていて、鶴座長と議長の方で、ど

んな中身を本会議でやろうかということは粗々下打ち合わせもあるのかもしれませんが、

この雇用ワーキング・グループとしても、多様な働き方を実現するためのキーポイントは

何なのだろうというのは、ある程度、やはり今までの議論の中でかなり絞られてきてはい

ると思うのですけれども、そういう部分をワーキングとしてどう扱うかということが１つ。 

 それから、やはり多様な働き方を実現するとなると、当然、規制改革だけではなくて、

いわゆる労働政策というか、そちらに入り込む。それは産業競争力会議あるいは地方創生



7 

 

の会議等々いろいろかぶさってくるのでしょうけれども、まさに他の委員会との連携が必

要で、規制改革プラス労働政策みたいなところの議論だと思いますので、その辺は是非、

岡議長と御相談されながら、かなり幅広く話し合えたらいいと思っています。 

○鶴座長 今の浦野委員がおっしゃった点は、本会議との関係の話なのですけれども、こ

れは、多分、次の本会議で委員の方々にどのような形でやっていくのかということを少し

お示しして、そこで少し御議論もしていただく方向だと思います。 

 逆に、そこが１つのスターティングポイントで、またそこから雇用ワーキングとの関係

もいろいろ議論していくべき話かと私は思っておりますけれども、一応、雇用ワーキング

と本会議の扱うものについては、線引きというものをした方がいいと私は思っています。

これは、他のワーキングのこれまでの経験ということでお話を聞いても、その方がいいだ

ろうということです。 

 その際に、当然、本会議でこの多様な働き方を議論するときは、もちろんそこに今のこ

のメンバーの方々は当然いらっしゃいますし、また専門委員の方々にも、雇用の議論を本

会議でやるときは、医療のワーキング・グループがそうだったと思うのですけれども、な

るべく御都合がつけば御出席をして、いろいろな議論の中で専門家の観点からいろいろ御

指摘をしていただきたいということもお願いしたいと思っています。 

 また、実はこの本会議の多様な働き方というのは、我々の各制度ごとに、例えば、ジョ

ブ型だ、派遣だということで、そこでどうやるべきかという切り口でやってきたのですが、

ここでの多様な働き方というのは、各制度をそれぞれで見るのではなくて、もう少し横串

的な切り口というか、違った切り口で、もう一回我々が見落としているところがないのか

ということも含めて議論をしていこうと。そうしたところでまた浮かび上がってくるもの

もある。 

 そういう中で、有村大臣も女性活躍の担当ということで、女性だからどうしようという

ことを私も申し上げるつもりはないのですけれども、やはり女性も含めて、若者、高齢者、

多様な方々のそれぞれ皆さんが一番力を発揮しながら活躍できるためには、そのベースと

なる働き方そのもののところをまたしっかり見ていかないといけない。 

 そういう観点から、もう一度いろいろ本会議で見直しをしていこうというのが、一つの

考え方なのです。 

 我々がこれまで議論をしていなかったような観点、特に非正規とか有期の話は、あまり

我々はここではやっていませんし、これまでやっていた労働時間の話などについても、違

った視点は出てくるかもしれません。 

 そこでまた違った視点が出てきたら、これをまた実際に労働法制としてどういう形で改

革をしなければいけないのかという問題、やや制度的な問題、テクニカルな問題が出てき

たら、今度はまたそれをこのワーキングの場で詰めていく。 

 そういう相互的な本会議とワーキングのやり取りをやっていきたいと思っていますので、

実際にそこで関わる人たちは私が思うにほとんど変わらないので、どういう整理を付ける
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のかと。 

 ただ、その整理の付け方も、ワーキングと本会議が連携しながらやれるような線引きの

仕方をきちんと考えていく。その際は、また皆様のいろいろな御意見を伺いながら、より

よい方向、効率的なやり方を模索していきたいと思っております。 

○浦野委員 そうしますと、例えば、この３番の「労働時間規制の見直し」が○になって

いるのだけれども、ここなどはある意味でポイントですよ。もう一回、三位一体の議論が

そこで出てくることも当然ありだと思うし、そういう意味で、何が出てくるかというのが

非常に楽しみではあるし、不安でもあるのですけれども、その辺は何も排除しないで、そ

ういった意味での復活もあるということでいいのですね。 

○鶴座長 そこはまさに御指摘のとおりでして、労働時間の問題につきましては、閣議決

定に盛り込むことができなかったということで、閣議決定に盛り込んでフォローアップを

するという通常のやり方がやはりできない。 

 そういう意味では、我々ワーキングとしてさらにこの場で掘り下げていくことが、でき

ないことではないのですけれども、若干やりにくい。今回、やはり本会議の中でもう一回

多様な働き方を見直してみようとなると、当然、先ほど申し上げましたように、その中で

労働時間の話というのはやはり一番ウエートが大きいのです。 

 そうなると、もう一回いろいろな議論をやっていくと、やはり三位一体の議論が大事だ

という話が、当然また違う形で議論しても出てくる。 

 まさにそこに１つ、我々としても狙いがあると思っていますし、もう一回、この議論は

重要なのだということを少しアピールしていく、一つの場にもなるのではなかろうかとも

考えています。まさに浦野委員が御指摘のとおりということで、お考えになっていただい

て結構ではないかと思います。 

 御意見はありますでしょうか。どうぞ。 

○佐々木座長代理 ありがとうございます。多様な働き方を実現させるためと、これは重

要なことなのですけれども、過去２年間、私も発言してきたとおり、多様な働き方を一つ

一つ個別にできるようにしてしまうがために、キャリアトラックとマミートラックに分か

れる。昇進できるルートとそうではないルートができる。 

 昇進しないルートが多様な働き方だからということでいっぱいできてくると、それを男

性は選ばない。なので、どうしてもまた男性は長時間労働になり、いろいろな働き方や、

介護しながら働きたいのでしょう、短時間労働がいいのでしょう、休みたいのでしょうと

いうのをいっぱい実現させればさせるほど、実はキャリアのメイントラックの人は何も変

わらなくて、そちらを選んだ人は戻れない。 

 なので、私は実は、この多様な働き方の中で一番重要なことは、これをどうやったら一

本線にするのかということだと思っているのです。ここ２年間ずっと言ってきていること

なのですが、この主義主張をただ言い続けても仕方がないので、３年目の最後の１年に、

どうやったらこれを実現する方向に行くのかと考えながら今日に至ったのですが、例えば、



9 

 

雇用均等法ができたときに、男と女で入社のときの賃金に差を付けてはいけないというル

ールとなって、男女の格差はなかったはずなのだけれども、企業側は総合職と一般職ある

いは全国型と地方型とか、いろいろな名前を付けて、同じ仕事をしていても、例えば、出

張があるかないか、転勤があるかないかという違いだけで格差を設けていて、結局ローカ

ルを選んでいる人は、３年目にして全然給料も違う。 

 企業のヒアリングをよくさせていただくと、例えば、女性活躍というプログラムを出し

て、今回出てきているような、多様な働き方で地方型だった人が支店長になれる道をつく

りました。テストをやって合格して、今は女性の支店長が出てきたということで、聞きに

行くと、その人は支店長をやっているのだけれども、給料は地方型のままなのです。 

 実は、外から見ると女性活躍と言っているが、会社からすると、３分の２とか２分の１

の給料で同じ仕事をさせているだけなのです。こういう実態が、今、日本中にあります。 

 なので、これがジョブ型と非常に関係すると思うのですけれども、すごく簡単に言えば、

総合職とか一般職とかということを禁止するとか、全く見当違いのことを言っているのか

もしれないのですけれども、男女で区別してはいけないと言っているわけですから、内容

が違えばいいのです。Ａという仕事とＢという仕事だったら給料が違ってもいいのですけ

れども、基本的に転勤があるなしみたいなところで名称を変えたり、給料を変えてはいけ

ないというところに取り組んでいかないと、下手をすると多様な働き方を追求すればする

ほど男女格差が実は広がっていくのではないかという、１つの仮説が私の中にはありまし

て、これを何となく素知らぬ顔をして多様性を打ち出し続けるのは、規制改革会議の役割

の半分は、今、困っている人や過去の問題を解決することだと思っているのですが、私の

中では、あとの半分は将来を見据えて、こういう道づくりをしていった方が、１年後、２

年後、３年後、５年後の働き方がよくなるというふうに改革したいと思うので、どういう

アプローチがいいのか分からないのですが、多様な働き方を間違いなく進めていきたい。 

 つまり、本当は法律では、30年前からすれば今は多様な働き方が随分できるようになっ

たのです。男性だって育児休業を取れるわけです。でも、何で取らないかといったら、そ

れはマミートラックに行ってしまうからなのです。 

 なので、ここを解決しない限り、親切心でつくっていく多様な働き方の仕組みが悪い方

向に行く可能性があると思っておりまして、これを何らかの皆さんのお知恵をお借りし、

知識に鑑みながら、この多様な働き方というところに盛り込んでいけないものかと思って

いるという考え方を述べさせていただきました。 

○鶴座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○大崎委員 その点で、感想みたいな話で申し訳ないのですけれども、私は佐々木さんの

おっしゃったことは大変同感するところがあって、やはりそこのところをちゃんと変なふ

うにならずに制度を変えていくには、やはりいろいろなルートなるものの相互乗り入れと

いうのですか、こちらに行ってからあちらに戻った場合と、こちらでずっと行っている場
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合との間に差別がない状態をきちんとつくっていくことが何より大事なのと、私がちょっ

と気になっているのは、いわゆる無制限と言われているモデル自体が本当にそんなに無制

限でいいのかということも、余り規制を強化すると受け止められるような議論に陥ってし

まったらまずいのですけれども、もうちょっと真面目にやっていかないと、全然実態が変

わらないまま、まさにおっしゃるように、いろいろな名前ができて、それは全部普通のも

のよりは下位にあるとなってしまったら、多様というか、単に上と下ができただけとなっ

てしまうので、これは派遣といわゆる正社員の議論も全く同じです。 

 ただ、一方で企業経営を過度に制約することがないようにということも十分考えなけれ

ばいけないので、単純に、いわゆる同一労働、同一賃金みたいな考えでいいのかどうかと

いうことも含めて、正面からちゃんと議論した方がいいのではないかという気がします。 

○鶴座長 ありがとうございます。 

 他はどうですか。水町専門委員、何かございますか。 

○水町専門委員 今、お話を聞いていて、２点だけ簡単にお話しさせていただきます。 

 一つは、本会議で多様な働き方を実現する話があることに、私も大変期待したいと思い

ます。 

 今度、臨時国会で、女性の登用推進に関する基本法を提出しようという動きが今の政府

にあるという話を聞いていますが、その中で労働時間を大幅に削減することがそのために

大変重要なのだということが改めて認識されていますので、その基本法の議論も含めて、

規制改革会議の中で多様な働き方で女性を登用することと、労働時間に関してどういうふ

うに働き方を変えていくかをあわせて、これまでの議論に余り捕らわれることなく、もう

一遍、前向きな議論がなされればいいという点が１つ。 

 もう一点は、これから検討する、雇用仲介事業の規制の見直しと雇用終了の在り方のと

ころで、今の方向性としては、雇用仲介事業の規制のところを優先的に検討となっていま

すが、これは２本とも不可分一体となっている改革で、失業なき労働移動のために雇用終

了についてどう考えて、雇用終了するだけでは失業者が増えてしまうので、職業紹介をど

うするかという点で、もう一つ心配なのは「厚生労働省の取組みをフォローアップしつつ」

と雇用仲介事業が書かれていますが、労働者派遣法改正案が通るかどうかによって、厚生

労働省が表立って検討できるかどうかは非常に不確定な状態なので、そこを余り意識する

ことなく、４番目と５番目の論点については、どちらが優先というよりも、並行して結び

付いた問題として議論されていけばいいかと思います。 

 以上です。 

○鶴座長 どうもありがとうございました。 

 先ほど最初に事務局の説明にもありましたけれども、今の優先順位という話も、正直に

申し上げて、結局、厚労省の方も担当している部署が全部重なっている状況にあるわけで

す。 

 だから、派遣のところと職業紹介のところは担当の課が同じだし、労働時間と雇用終了
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のところは担当している課が同じだという状況なので、そういうことを考えたり、あとは

雇用終了の話も、今、調査をやっている。 

 その結果がある程度出てから、では、次のステップにどう進むのか、というスケジュー

ル感もあるので、ある程度、我々も向こうがどういう仕事の順序立てになっているのかを

全く無視してやることはなかなか難しいし、ある程度そこにうまく合わせてやっていく発

想が必要なのですけれども、最後に水町専門委員がおっしゃったように、要は、最後に残

った有料職業紹介の話と雇用終了の話は、安倍政権が最初に提示した失業なき労働移動を

実現するための大きな２本柱で、我々は一番の雇用の岩盤と言われるところに最後に突き

進みつつあるところだと思うのです。 

 それをいかになし遂げていくかということで、やはり２つの連動は非常に重要ですし、

雇用終了となると、どうしても順番的にどちらなのかということはあるのですが、この秋

から少しもう一回頭の体操を始めていかないといけない。来年、しかるべきとき、向こう

が本格的に動き出す前に、我々として何らかの意見をまとめて向こうにぶつけておけば、

向こうがそれを受け取って、ジョブ型のときのように、研究会なり何らかの検討の場にお

いて、非常にしっかりしたフレームワークの中で議論していける。 

 そういう状況はジョブ型の場合にもあったかと思っていまして、そういうものは我々が

スケジュール感を考える場合にも非常に重要かと思っておりますので、なるべくそこを両

にらみしながら、なおかつ向こうの状況も横にらみで見ながら、両面をあわせて議論を進

めていきたいと思っております。 

 佐々木委員の先ほどのお話も非常に重要な話で、何でも多様化がいいとは私は全く思っ

ていなくて、良い多様化と悪い多様化があるということと、そこの中で非常に重要なのは、

全く違うカテゴリーであれば違った処遇になっても仕方がないのですけれども、我々はず

っと均衡処遇という話もしています。 

 先ほどおっしゃったように、とんでもない差があるということはなかなか説明ができな

いと私は思うので、そういうものをきちんとやることが多様化を進める上での非常に大き

な前提かと。 

 大崎委員がおっしゃったように、我々はジョブ型でも非常に強調しているのは相互転換

という発想です。おっしゃったように、マミートラックで行って、そこが終着駅で、こん

なはずではなかったと思っている女性の方は非常に多いと思うのです。 

 やはり元のところにまた戻れる。そういうことが、トラックが別でも確保されていると

ころが、女性の活躍などを考えるときも、非常に根本的に重要な話だと私も思っています

ので、こういう基本的な考え方を我々はこれまでも随分議論をしてきておりますし、そう

いうところをしっかり押さえながら、横串的な多様化の議論をもう一度進めていくことに

していきたいということです。 

 どうぞ。 

○佐々木座長代理 きっとここが議論する場ではないと思うのですけれども、移動する、
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戻るということではなく、もともと、どこかに行っていないという道をつくらなければい

けないというのが私の考え方なのです。 

 戻ってくるということは、育児休業をしている１年間はディレイするわけです。だけれ

ども、それがみんな嫌だから、ディレイしたくないから、男の人は休まないわけでしょう。 

 なので、戻れればいいのではなくて、出ていない。２本あるから、こちらへ行ってから

こちらという、今のジョブ型もそうなのですけれども、あちらへ行ったり、こちらへ行っ

たりと自由に移動できると言っていますけれども、基本的にはこれが同じ路線を歩いてい

るという考え方にしていかないといけない。 

 今日はこの議論ではないと思うので、それはいいのですけれども、私のポイントは、い

かに戻れるようにするかではなくて、一本線にするかを私は考えていることだけメンショ

ンします。 

○鶴座長 どちらかというと、そういうところで育児休業を随分取って、また戻ってきて

も浦島太郎の状況ということがやはり良くないと、私自身は思っているのです。 

 ですので、戻るといっても、無限定正社員のやり方でずっと貫き通すのはちょっと難し

いので、ジョブ型の議論では、少し労働時間の方を考えることができないか、それでもあ

る意味では基本的に同じトラックを進んでいる中でやれることを考えないと、もともとの

今ある無限定正社員というトラックにそのままずっと乗せることはなかなか難しい。 

 ただ、それは先ほど大崎さんがおっしゃったように、そこ自体も、労働時間がかなり減

少するとならなければ、そもそも駄目だと。しかし、我々が、もともと労働時間の方で議

論していたときは、まさにそういう話も含んでいたと思いますので、やはり両面のところ

があるということなので、私自身、佐々木座長代理のお考えも十分理解しているつもりで

ございます。皆様から今日出た意見は、非常にそれぞれ重要なお考えだと思いますので、

それをしっかりいかして議論につなげたいと思います。ありがとうございます。 

 他に何かございますか。よろしいですか。 

 次に、雇用仲介事業の規制の見直しの進め方について、議論を行いたいと思います。事

務局から御説明をお願いします。 

○三浦参事官 では、資料２を御覧ください。 

 先ほど、水町専門委員から御指摘がありましたとおり、優先的にという表現はあくまで

時間割のような話であって、中身としては、当然２本柱の中の一つとしてやっていく前提

において、次回の雇用ワーキング・グループから具体的な議論を詰めていただく必要があ

るかと思っておりまして、次回以降については、まず、雇用仲介事業の規制の見直しにつ

いて御議論を深めていっていただいてはどうかと事務局としては考えております。 

 とりあえず、今日の時点ではこの程度なのですが、具体的に、この「２．当面のスケジ

ュール（案）」で、次回以降ですから10月に入りますけれども、10月中～11月前半ぐらい

までのところで、まずは雇用仲介事業に携わっている事業者からのヒアリングを行います。 

 実際のサービスの現場は、いわゆる仲介者ですので、両側を見ているわけです。いわゆ
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る顧客というか、求人をしている企業、求職をしている個人、その間に入って両方のニー

ズを見て、その中でいろいろなサービスを提供しようとしたときに、どんな不都合が起こ

っているのかといった話を、まず、情報収集というか、意見交換という形で吸い上げて、

その後にその問題について、ある程度、制度面も含めて整理した上で、当局である厚生労

働省との意見交換、ディスカッションをして、問題を少しブラッシュアップするようなこ

とをやった上で、それでは、具体的にどういった改革が必要なのかということを、取りま

とめの議論をして進めていただく。 

 ざっくりでございますが、およそこのような段取りで、もしよろしければ事務局の方で

すぐに準備に入らせていただきたいと考えております。 

 なお、最後の※印について、言わずもがなのことですが、当面こればかりをやるという

ことではございません。先ほど、最初の６項目について方針を挙げさせていただいていま

すが、適時必要に応じて、例えば、進捗状況について厚生労働省からヒアリングを行うと

か、もしくは本会議であった議論を受けて検討を行うとか、そういったものを追加しなが

ら進めたいと考えております。先ほど申し上げた２本柱のもう一つの雇用終了の在り方に

ついても、少し先行的に議論すべき事項があれば、それを並行的にやっていくことも含め

て、そこについては今の時点で具体的にここに挙げてはいませんが、当然それも頭に入れ

ながら、当面の具体的に詰めるスケジュール感として、雇用仲介事業をこのようにメイン

にやっていただいてはどうかと考えているところでございます。 

 あと、今日は参考配布ですけれども、以前、雇用ワーキング・グループで雇用仲介事業

の規制の見直しについて、もう少し具体的にはどんな問題事例があるのかを事務局から御

紹介させていただいたものがありますので、改めてお配りさせていただきました。 

 この時点では、事務局は少し駆け足で事例を集めたところだったのですが、これについ

て引き続きいろいろな事業者の方からのヒアリングなどを事務局でも継続しております。

今日は、これについて一々御説明は申し上げませんが、次回以降、事業者からヒアリング

するといったときに、ここでは事例で挙げた形なのですが、もう少し具体的にブラッシュ

アップした形で事業者の方からプレゼンテーションいただいて、委員の先生方に御審議を

いただくことを想定しております。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○鶴座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に対しまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。 

 大崎委員、どうぞ。 

○大崎委員 ちょっと感想めいたことなのですけれども、私はこの問題は郵政の民営化と

非常に似た問題だと思っておりまして、つまり、言ってみればハローワークが郵政事業で、

新しく出てきてもらいたい、発展していってもらいたい有料職業紹介事業者が小包をやる

宅配だとか、特定信書便をやる人たちとか、そんなイメージで私は考えているのです。 

 多分、厚生労働省は全然そういうふうには考えていらっしゃらないと思うのですけれど
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も、別にハローワークを民営化しろと言っているわけでは全くないのです。 

 ただ、やはり郵政民営化のときも、そういう新規参入の人たちの環境をどう整えるかと

いうことと同時に、もともとあるものをどう改革するかということが非常に重要なポイン

トになったわけでして、ユニバーサルサービスをしなければいかぬという宿命を背負って

いるのはよく分かるのだけれども、やはりハローワークをどう改革して機能強化していく

かを、前期もちょっとお話を伺ったりしましたけれども、これとあわせて是非そこのとこ

ろも踏み込めればと思っております。 

○鶴座長 ありがとうございます。 

 他はいかがですか。 

 水町専門委員、お願いします。 

○水町専門委員 具体的な話で恐縮ですが、スケジュール（案）の11月後半に「厚生労働

省との意見交換」と書いてありますが、ここで有料職業紹介事業だけではなくて、雇用終

了の在り方に関する検討とか、議論についてと、この議論との関係も少しあわせて御紹介

いただいて、我々もそれを踏まえながら少し検討を深める方がいいという気もします。 

○鶴座長 他はございますか。 

 雇用仲介事業の話をヒアリングも含めて始めていくという、この当面のスケジュールに

ある一つの狙いは、年内までに、有料職業紹介の方は、少し我々の考え方をある程度まと

められるのであれば、これについてはまとめたい。それを世の中にも出していく。そうい

うふうにやりながら、あと雇用終了の話もさらに突っ込んでいって、それでこの年度とい

うか、３月までのところで、ある程度、我々の考え方が出そろっていく。 

 出そろっていったところで、それを受けて厚労省も本格的に次の対応を考える。それが

我々の答申、また、今回の成長戦略などになるのか、どういう形で盛り込むのかはあれな

のですが、全体的な政府の経済政策の方針に盛り込まれていく。 

 そういう大まかな流れを考えているので、特に雇用仲介事業についての我々の考え方を

まとめるためには、少し集中的にヒアリング、それから厚労省と意見交換もしていきたい。 

 去年の場合ですと、労働時間で全く同じようなスケジュール感で、12月までにまとめて

いった、ああいうものを一つのイメージとして持っていただけたらという感じで今は考え

ておるところです。 

 他は何かございますか。よろしいですか。 

 では、本日の議論をここまでとして、これにて会議を終了したいと思います。 

 お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 


